
新たな遺伝子組換え表示制度について

令和３年１２月
消費者庁食品表示企画課

資料２



○ 安全性審査を経た遺伝子組換え農作物のみが国内で流通可能（食品衛生法）。
○ 表示について、平成13年から義務表示制度開始（現在は食品表示法）。
・ ８農産物（※１）及び33加工食品群（※２）が義務表示の対象。
・ 加工後に組み換えられたＤＮＡ等が検出できない食品は義務表示の対象外（しょうゆ、植物油等）。

※１ 大豆、とうもろこし、ばれいしょ、アルファルファ、てん菜、なたね、綿実、パパイヤ。
現在、日本国内において、食用栽培はない。

※２ 加工後に組み換えられたＤＮＡ等が検出できる食品(豆腐、とうもろこし缶詰等）

「パパイヤ（遺伝子組換
え）」など

「とうもろこし（遺伝子組換
え不分別）」など 「大豆（遺伝子組換えでない）」など

遺伝子組換え農産物を区
別している場合

遺伝子組換え農産物と遺伝
子組換えでない農産物を区
別しない（不分別）場合

遺伝子組換えでない農産物を区別している
場合（３３加工食品群以外の食品であっても
同様に表示することが可能）

義務表示の例 任意表示の例

遺伝子組換え表示 １



（注）「遺伝子組換え」表示及び任意表示については、事業者が分別生産流通管理を行っていることが前提。

遺伝子組換え表示制度改正案の概要

【義務表示】

「遺伝子組換え不分別」など

【任意表示】

「遺伝子組換えでないものを分別」

「遺伝子組換えでない」 など
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【義務表示】

「遺伝子組換え不分別」など

説明表示例：
「遺伝子組換えのものと分けて管理
していません。 」

【任意表示】

「遺伝子組換えでない」など

＜現行の表示制度＞ ＜改正後の制度＞
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【任意表示】

表示例：
「遺伝子組換え原材料の混入を防ぐた
め分別管理されたとうもろこしを使用し
ています。」
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【義務表示】 「遺伝子組換え」など

現行の制度のうち、任意表示に関して食品表示基準を改正し、
ⅰ） 分別生産流通管理を実施し、遺伝子組換え農産物の混入を５％以下に抑えているものについては、適切
に分別生産流通管理している旨、事実に即した表示を、

ⅱ） さらに、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる場合には「遺伝子組換えでない｣旨の表示を認め
ることとした（令和５年４月１日施行）。

令和３年９月に「食品表示基準について」（平成27年３月30日付け消食表第139号消費者庁次長通知）を改正し、
改正後の遺伝子組換え表示制度における「遺伝子組換えでない」と判定するための公定検査法を公表。
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遺伝子組換え表示の改正の概要 ２




